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1山台弁護士会館 4階大会議室

【プログラム】
1、 DVD「絞首刑を考える」伏阪弁護士会製作)の上映
2、 基調講演 「私の見た死刑執行」(仮題)講師/野□義國弁護士 瞑庫県弁護士会)

3、 パネルディスカッション
パネリスト 野□ 義國弁護士

柳り|1 朋毅 厭;(「死刑を止めよう」宗教者ネットワーク)

鎌田さゆり 衆議院議員 鉱務委員会所属)

主催/仙台弁護士会  共催仔定)/日本弁護士運含会、東北弁護士会連合会
議お問い合わせ先 :仙台弁護士会 〒980-0811宮城県仙台市青茸区一番町 2丁目9番 18号 te[.022-223-1001
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私たちはどう生きるか II=ち

今、非戦を貫くために
｀

～憲法13条に立って～

柳沢協二さん講演会
Partl。 講 演

「戦争をなくす

柳沢協二さん

ために～非戦の安全保障論」

Part2。 対 柳沢協二さん

13:30-16:00

「虎に翼」と憲法 :3条と私たち
国内初の女性弁護士・判事・裁判所長となった三淵嘉子さんをモデルにした、今、放送中の朝ドラ「虎に翼」には日本

国憲法の神髄が満載です。

徴兵で戦地に赴く夫優三は「寅ちゃんの生きたいように生きて」という言葉を遺し、還らぬ人となりました。     ■

そして、戦後、公布された日本国憲法 13条、:4条を目にした寅子は、その条文に優二の言葉を重ね、再び法曹の道に
|

生きることを決意したのでした。                                    .

ノ丙閣の一員としてイラク戦争への自衛隊派遣に関わった柳沢さんは、その後も自衛隊派遣とは何だったのか、自分の仕
‐

'事を振り返る中て、『戦争の犠牲に目を背けずに、戦地にひとを送る側は失われる命に対してlis病であるべきだ」との思■

いに至ったと語ります。そして、「自分の人生の目的を他者に強制されることなく、自分で決めることが、人として生きる原
.点だと確認すべきです。日本国憲法では、個人の尊厳や幸福追求権を定めた憲法 :3条などにその精神が刻まれていま

|す」と。(朝 日新FH14早 19日 オピニオン&フォーラムより)

・                           |      ,          ｀                                        ■

1斌覗稔鰹ξ廃雷期靭禁 腕ξi[夏ミ■勇ltti異ヒ濯観醐1彎
こに、国家として戦争放棄を芦った憲法 9条の深い意味があると気づかされます。

日本がし3、たたび戦争国家への道を歩む今、なんとしてもこれを拒否する道は、私たち一人ひとりが、どう生きるか、

13条を自らのものにし、問い続けることではないでしょうか。そのことをご一緒に考えたいと思います。
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仙台弁護士会館4Fホール

参加費500円

柳沢協二さんプロフィール

1946年 生まれ。1970年 防衛庁入

庁、運用局長、防衛研究所長などを歴任。

2004年 から2009年 、/1ヽ泉・安倍・

福田・麻生政権で内閣官房副長官補 とし

て安全保障・危機管理を担当。2009

年退職。

現在、NPO国際地政学研究所理事長。

憲法第 13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び

幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉
に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重

を必要とする。

主 催 「女の平和」ピースアクションみやぎ
私たちは平和への願いに結ばれて、思想信条を超えて、一緒に行動している個人の集まりです。
ぜひ、あなたもこの輸に加わつてくださいますよう願つていまち 連絡先 090-5832‐ 6836 √


